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 ７月１日（水）に中央公民館主催の料理教室がふれあい館で行わ
れました。この日作ったメニューは『アボカドとトマトのドライカ
レー、キャベツとカブの塩昆布和え、小女子とクルミのごまかけ、
ミートボールとわかめのスープ、フルーツポンチ風』でした。 
 とてもきれいな彩りで食欲をそそります!作り終わった後は、 
皆さんソーシャルディスタンスを保ちながら試食しました。 
 徐々にこういった活動が行えるようになり、元の生活スタイルに
戻りつつある今ですが、まだまだ油断はできません。「新しい生活
様式」を守り、手洗いうがいやマスク着用、栄養バランスの良い食
事で感染症を予防しましょう! 



 
 
 
 
 柳津町職員（高校卒程度）採用候補者試験を次により行います。 
 
１.試験職種及び採用予定人員 
 
 
 
２.受験資格 
 平成１１年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた者。（学歴は問いません。） 
 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。 
（１） 日本の国籍を有しない者 
（２） 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者 
（３） 柳津町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
（４） 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
 
３.試験の方法 
 高校卒程度で次により行います。 
（１） 第１次試験 

① 教養試験 
 職員として必要な一般知識及び知能について、五肢択一式による筆記試験を行います。 

    【出題分野及び出題数】 
      知識分野２０問・知能分野２０問 
     ※「古文」、「哲学・文学・芸術等」、「国語」の出題はありません。 
  ② 各種検査 
    事務適性検査及び職場適応性検査 
（２） 第２次試験 
    第１次試験合格者に対して、主として人物について個別面接及び小論文による試験を 
    行います。 
 
４.資格調査 
  第１次試験合格者について、受験資格があるかどうか、申込書に記載されていることが正しいか 
 どうかについて調査します。 
 
５.試験の期日、場所及び発表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※・受験の際は「HB」の鉛筆と消しゴムを持参してください。それ以外の筆記用具は使用できません。 

  ・上履き及び昼食を持参してください。 
  ・試験会場への自家用車の乗り入れは、ご遠慮ください。 
 
 

令和３年度柳津町職員採用候補者試験のお知らせ 

区分 期日 時間 試験会場 発表 

第１次
試験 

令和２年 
９月２０日（日） 

受付 
午前９時～午前９時３０分 
教養試験 
午 前 １ ０ 時 ～ 正 午 
各種検査 
午後０時５５分～午後１時４０分 

「福島県立坂下高等学校」 
河沼郡会津坂下町大字白狐

字古川甲１０９０ 

本町役場掲示
板に合格者の
受験番号を掲
示するほか、
受験者全員に
通知します。 

第２次
試験 令和２年１０月中。第１次試験合格者に改めて通知します。 

 ２ 

試 験 職 種 一般事務（高校卒程度） 
採 用 予 定 人 員 若干名 

 



 
 
 
6.合格者の採用 
 （１）合格者は採用候補者名簿に記載され、成績順に町⾧が採用する者を決定します。この採用 
    候補者名簿の有効期間は、原則として１年間です。 
 （２）初任給は柳津町の給料表によりますが、この他扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手 
    当、期末・勤勉手当等が、それぞれの支給要件に応じて支給されます。 
 
７.受験手続及び受付期間 
 （１）申込用紙の請求 
    申込用紙は、柳津町役場総務課総務班で交付します。郵便により申込用紙を請求する場合は 
    封筒の表に「高校卒程度試験申込用紙請求」と朱書して、１２０円切手を貼った自分宛の 
    返信用封筒（角型２号）を必ず同封してください。 
   (２) 申込の方法 

① 申込用紙に必要事項を記入して、柳津町役場総務課総務班に提出してください。 
  申込用紙を郵送する場合は８４円切手を貼った自分宛の封筒を同封し、その表に 
 「高校卒程度試験申込」と朱書して、必ず簡易書留で送付してください。 
➁ 受験票を受領したときは、最近６ヶ月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向 
   き、縦６ｃｍ×横４．５ｃｍ）１枚を写真欄に貼って受験当日に必ず持参してください。 
 （受験票がない場合、または受験票に写真が貼っていない場合は受験できません。） 

 （３）受付期間 
 令和２年８月１４日（金）まで（受付時間:午前８時３０分～午後５時１５分） 
 郵便による申込書提出の場合は、令和２年８月１２日（水）までの消印のあるものに限り 
 受付ます。 

 
８.試験結果の開示 
  この試験の結果については、柳津町個人情報保護条例第１７条第１項の規定により、口頭で請求 
 することができます。 
  なお、電話・はがき等による請求では開示できません。受験者本人であることを明らかにする書 
 類（運転免許、学生証、旅券等）を持参のうえ、受験者本人が直接おいでください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
９.その他 
  この試験に関し不明な点は、下記までお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

試験 開示請求できる者 開示内容 開示期間 開示場所 

第１次試験 第１次試験不合格者 
総合得点・順位 合格者発表から１ヶ月間 柳津町役場 

総務課総務班 第２次試験 第２次試験受験者 

【問い合わせ】 
  〒９６９－７２０１ 
  福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４番地 
  柳津町役場 総務課総務班 
  （電話 ０２４１－４２－２１１２） 

 ３ 



 
 
 
 

地震や武力攻撃などの発生時に備え、防災行政無線等による情報伝達訓練を行います。この訓練は、 
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた訓練で、全国一斉に行われます。 

今回の訓練は、情報伝達訓練です。避難等の訓練は行いません 
 

◇ 日 時:令和 2 年 8 月 5 日(水) 午前１１時頃 
◇ 内 容:防災行政無線、メール配信システム・アプリからの情報発信 

柳津町内の防災行政無線からは、一斉に、次のように放送されます。  
 

（上りチャイム音）⇒「これは、J アラートのテストです。」×３ 
⇒「こちらは、防災柳津広報です。」⇒（下りチャイム音） 

問 総務課総務班 電話４２－２１１２ 
 
 
 
 
 
 
 柳津町では、火災から地域住民の尊い生命と貴重な財産を守ることを目的に、町内全戸を対象とした、住
宅用火災警報器の設置工事を下記により施工します。 
 住宅用火災警報器の設置は義務です。ご協力をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 総務課総務班 電話４２－２１１２ 

住宅用火災警報器設置工事のお知らせ 

◇ 工事期日:①琵琶首・大成沢       ６月２９日 ～ ８月２９日  
       ②芋小屋・胄中・黒沢     ６月３０日 ～ ８月２９日  
       ③砂子原・五畳敷       ７月 １日 ～ ８月２９日 
       ④高森・四ツ谷・鳥屋     ７月 ６日 ～ ９月 ５日 
       ⑤牧沢・湯八木沢       ７月 ６日 ～ ９月 ５日 
       ⑥久保田・大峯        ７月１０日 ～ ９月 ５日 
       ⑦中野・小ノ川・出倉     ７月１３日 ～ ９月 ５日 
       ⑧麻生・野老沢・小巻     ７月１６日 ～ ９月１２日 
       ⑨古屋敷・石神・石生・新村  ７月１６日 ～ ９月１２日 
       ⑩椿・石坂・⾧窪・藤     ８月１９日 ～ ９月３０日 
       ⑪細越・八坂野        ８月１９日 ～ ９月３０日 
       ⑫小柳津・黒滝・猪鼻・⾧倉  ８月２４日 ～１０月３１日 
       ⑬大野・大野新田・塩野・軽井沢    ８月２４日 ～１０月３１日 
       ⑭安久津・一王町・諏訪町   ８月３１日 ～１１月 ７日 
       ⑮門前町・寺家町・岩坂町   ８月３１日 ～１１月 ７日 
       ⑯大平町・桐ヶ丘       ８月３１日 ～１１月 ７日 
       ※上記の日程は予定です。進捗状況により変更となりますのでご了承願います。 
 
◇ 設置対象:町内全戸（町営住宅は対象外） 
       ※１戸につき１個の設置となります。同一家屋に２世帯以上で居住している場合も 
        １個の設置となります。 
 
◇ 設置方法:１.請負業者が各戸を訪問し設置します。 

     ２.設置個所は「寝室」及び寝室が２階以上の場合は「階段」と定められておりますの 
       で、これに準じて設置させていただきます。 
     ３.設置後は、受領書にサインと受領印をお願いします。 
     ４.不在の場合は、不在票を置いていきますので、請負業者に連絡をお願いします。 
 

◇ 請負業者:有限会社佐々木電機商会 
       柳津町大字柳津字上川原甲１２８６－３ 
       電話０２４１－４２－２００８ FAX０２４１－４２－２０３２ 

      

 ４ 

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）による情報伝達訓練の実施について 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 総務課企画財政班 電話４２－２１１２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 市区町村や総務省がATMの操作のお願いや手数料の振り込み、メールを送りURLをクリックして 
 申請手続きを求めることは絶対にありません!特別定額給付金の詐欺に注意! 
 
問 町民課住民福祉班 電話４２－２１１８ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 町民課住民福祉班 電話４２－２１１８ 
 

 ５ 

令和２年国勢調査の実施について 

国勢調査は、統計法で特に重要とされる基幹統計調査の一つで、５年毎に行われ
る大規模な統計調査です。 

令和２年国勢調査は、令和２年１０月１日現在、日本国内にふだん住んでいるす
べての人（外国人を含む）及び世帯を対象とします。この調査から得られる統計は、
地方交付税の算出や防災計画の策定、学術・研究など幅広く活用されます。 

国勢調査は、皆さんがお住まいの地区または隣接地区の統計調査員がご自宅にお
伺いし、調査を行います。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、可能な限り
非接触型になるよう配慮し調査を進めていきます。今後も広報等でお知らせします
ので、皆さんのご理解・ご協力をどうぞよろしくお願いします。 
 

特別定額給付金についてご確認ください 

 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」とし
て、１人１０万円を一律に給付しています。 
 申請書等は町から世帯主宛てに郵送しております。 
 申請期限は、令和２年８月１７日（月）（消印有効）となっておりますので、まだ申請手続きを行
っていない方は確認をお願いします。 
 なお、申請期限までに申請書の提出がない場合は、給付金の受け取りを辞退したものとみなされま
す。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大・影響を受け、町では子育てをする親並びに妊婦に対して、 
臨時的な給付措置として現金と商品券を給付しています。 
 受給対象となる方には、町から案内通知を郵送しております。 
 給付期限は、令和２年８月３１日（月）までとなっておりますので、まだ受け取りになっていない
方はご確認をお願いします。 
 なお、給付は役場町民課または西山支所で行っておりますので、案内通知の内容を確認していた
だき、必要品を持参の上、受け取りをお願いします。 
 

柳津町子育て世帯応援事業についてご確認ください 



 
 
 
 
 下記のとおり県内の対象の事業者向けに給付金事業を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 福島県休業協力金コールセンター 電話０２４－５２１－８５７５ 
  地 域 振 興 課 観 光 商 工 班 電話４２－２１１４ 
 
 

福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金事業 

◇ 交付対象者及び交付要件  
 （１）交付対象者:県内の中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等 
 （２）交 付 要 件:次の【ア】又は【イ】のいずれかに該当し、【ウ】から【オ】までの要件を 

    全て満たすこと。 
【ア】 令和２年（２０２０年）４月期又は５月期の売上が対前年同月比５０％以上減少

したことを理由として国の持続化給付金の交付を受けていること。 
【イ】 令和２年（２０２０年）４月期又は５月期の売上が前年度比５０％以上減少して

おり、給付金申請時点において国の持続化給付金の対象者要件（※１）を満たす
こと。 

【ウ】 国が示した「新しい生活様式」への対応など感染防止策に取り組んでいること。 
【エ】 福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付を受けていないこと。 
【オ】 福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付対象施設（※２）を営む事

業者でないこと。 
  ※１ 「持続化給付金対象者要件」 参考 URL:https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/ 
  ※２ 「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付対象施設」のとおり 
 
◇ 交 付 金 額:１０万円（定額） 
 
◇ 申請手続き 

（１）申請受付期間:令和２年６月１７日（水）～令和２年９月３０日（水）まで 
（２）申 請 方 法:①電子申請の場合 

       福島県商工総務課のホームページ内「福島県新型コロナウイルス感染症 
       拡大防止給付金」のページから、電子申請フォームにアクセスの上、申 
       請してください。 
   ②郵送の場合 
  
 
 
 
 

 ※郵便申請の場合は、９月３０日（水）の消印有効 
 ※切手（送料は申請者負担）を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください 
 ※なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください 
 
 申請書類は、福島県商工総務課のホームページ内「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給
付金」又は町地域振興課観光商工班で配布いたします。 
 

【宛先】 〒９６０－８６８１ 
     福島市杉妻町２－１６福島県庁内郵便局留 
     福島県休業協力金事務局宛 

 ６ 



 
 
 
 
 特定健診及び後期高齢者健診の施設健診を令和２年７月１日より実施しております。３月に実施しま
した世帯調査で施設健診を希望された方には受診券等を発送しておりますので、内容をご確認いただき、
受診くださいますようお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※詳細につきましては、送付されている文書等をご確認ください。 
 
 
問 町民課保健衛生班 電話４２－２１１８ 
 

特定健診・後期高齢者健診（施設健診）に関するお知らせ 

◇ 対 象 者:国民健康保険加入者で４０歳～７４歳までの方 
◇ :①会津中央病院、②竹田綜合病院、③坂下厚生総合病院 
        ④福島県立宮下病院、⑤柳津町国保診療所 
◇ 健 診 費 用:４０歳～６９歳（令和３年３月３１日時点）・・・７００円 
        ７０歳～７４歳（令和３年３月３１日時点）・・・無料 
◇ 受 診 方 法:事前に医療機関にお電話で予約していただき、当日保険証、受診券、健診費用を 
        持参の上、受診してください。 
 

特定健診の施設健診について 

◇ 対 象 者:後期高齢者医療保険加入者 
◇ :柳津町国保診療所 
◇ 健 診 費 用:無料 
◇ 受 診 方 法:事前に医療機関にお電話で予約していただき、当日保険証、受診券を持参の上 
        受診してください。 
 

後期高齢者の施設健診について 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期しておりました『春の総合健（検）診』につ
きましては、新型コロナウイルス感染症の対策を講じたうえで、令和２年１１月１１日（水）～ 
１３日（金）、１１月１５日（日）～１６日（月）に実施する予定です。 
 
 なお、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中止等の対応を再度行う可能
性がありますので、広報等でご確認くださいますようお願いします。上記の状況を踏まえ、春の
総合健（検）診の受診を予定されていた方で、施設健診に変更を希望される場合は、町民課保健
衛生班までご連絡くださいますようお願いします。 

  ※なお、施設健診で受診できるのは『特定健診』のみであり、『がん検診』は受診できません。 
   『がん検診』は１１月からの総合健（検）診等で受診していただくようになりますのでご注意 
   ください。 
 

総合健（検）診について 

 ７ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 町 民 課 保 健 衛 生 班 電話０２４１－４２－２１１８ 
    福島県動物愛護センター会津支所 電話０２４２－２９－５５１７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 現在、トラバサミの使用は踏んだ動物を無差別に捕まえ大怪我を負わせるという危険性から狩猟にお
いて禁止猟法に定められ、使用禁止猟具になっております。また、トラバサミの使用は「鳥獣の保護及
び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護管理法）」で規制されており、違反した場合には罰金
又は懲役に科せられます。狩猟や特別な理由により許可された場合を除きトラバサミの使用は原則禁止
とされていますが、以下の３点を満たし市町村等の許可を得た場合のみ使用が認められますので、使用
する際にはご相談ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 地域振興課農林振興班 電話４２－２１１６ 
 
 
 

トラバサミの使用について 

① 安全の確保及び鳥獣の保護の観点から他の方法では目的が達成できないやむ
を得ない理由がある場合 

② 人の生命又は身体に害を及ぼすおそれがない場合 
③ 鋸歯がなく、開いた状態における内径が１２センチメートル以内ものであり、

かつ衝撃緩衝器具を装着した構造であり、重大な危害を及ぼすおそれが無い
と認められるもの 

 ８ 

所有者がわからない猫の引き取りについて 

 動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、福島県動物愛護センターでは『所有者の判明しない
猫について引き取りを求める相当の事由がないと認められる場合』においては、その引き取りを拒否で
きることとなりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 判断が難しい場合などは、福島県動物愛護センター会津支所へご相談ください。 

   ・自力で餌を摂取し生存できる場合 
   ・親猫が飼育している場合 
   ・駆除目的で捕獲された場合 
   ・所有者がいると推測される場合 

【引き取りを求める相当の事由がないと認められる場合】とは 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 地域振興課農林振興班 電話４２－２１１６ 
 
 
 
 
 
 
 
 

気温が高い日が続く季節となり、今後帰省客や観光客の増加が見込まれ、それに伴い水需要の増大が
予想されます。水道施設の供給可能量は定住人口などを基準に計画されているため、一時的な人口増加
に対応できなくなる場合があります。そこで皆さまに日頃からの節水のご協力をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※特に８月中旬（８月１０日～８月２０日）の期間は、休暇などを取得される方も増加し、水需要が非
常に高まる見込みです。洗車を控えていただく・シャワー使用を短時間にしていただくなど、より一層
の節水へのご協力をお願いします。 
 
問 建設課上下水道班 電話４２－２１１７ 
 
 
 
 
 
 
 
 例年、夏休み期間中を中心にＢ＆Ｇ海洋センタープールを一般の方に開放していましたが、新型コ
ロナウイルス感染症の予防対策が困難なため、今年度は、町内小中学校の授業及び町が主催する事業
にのみ使用し、一般開放は中止いたします。 
 ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。 
 
 
問 柳津町中央公民館 電話４２－３５１１ 
 

クマの出没に注意してください 

 町内各地でクマの目撃情報が相次いでおります。食べ物を求めて集落内へも出没しておりますの
で、外出する際にはクマ鈴やラジオなど音のするものを身につけ、十分注意してください。 
 万が一クマを目撃した際にはむやみに近づいたり、大声をあげてクマを触発しないようにしまし
ょう。 

節水にご協力ください 

プール一般開放中止のお知らせ 

 ９ 

☆お風呂ではシャワーをこまめに止めましょう 
☆お風呂の残り湯は掃除・洗濯や庭木などへの散水に利用しましょう 
☆洗車の際はホースで流し洗いではなくバケツに水を汲んで洗いましょう 
☆野菜や食器は流水ではなく水を容器に貯めて洗いましょう 
 



 
 
 
 
 近年、クマ以外にイノシシの出没が多発し、農地を荒らすなどその被害は年々深刻化しております。 
今回は改めて有害鳥獣の生態や被害状況、そして対策などについてご説明したいと思います。 
 つきましては、下記のとおり講座を開催しますので是非ご参加ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 柳津町中央公民館 電話４２－３５１１ 
 
 
 
 
 
 
  
 ８月は食品衛生月間です。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、食品の持ち帰り（テイクアウト）
や、宅配（デリバリー）の利用が増えています。買ってからすぐに食べることを心がけ、下記に注意し
て食中毒防止に努めましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
問 会津保健福祉事務所衛生推進課食品衛生チーム 電話０２４２－２９－５５１６ 
 

成人講座 ～有害鳥獣対策について理解を深めよう～ 

◇ 日 時:令和２年７月２１日（火）午前１０時～正午 
 

◇ 場 所:地域住民交流センター「ゆきげ館」２階ホール 
 

◇ 参加料:無料 
 

◇ 内 容:（１）有害鳥獣【クマ・イノシシ】の生態について 
     （２）被害状況とその防止策について 
     （３）被害防止策の支援内容について    など 
 
◇ 申込み:当日、受付にてお申込みください。 

・マスクの着用（熱中症予防のために水分補給はこまめに行ってください） 
・当日の体温測定 
・以下の事項に該当する場合は、参加をご遠慮ください。 
  □体調がよくない場合（発熱、咳などの症状がある場合） 
  □同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の点についてご協力ください 

 １０ 

食品のお持ち帰りや宅配した際の注意点 

〇 寄り道せずに、まっすぐ持ち帰る 
〇 高温・多湿の場所に⾧時間放置しない 
〇 食べる前に手をしっかり洗う 



 
 
 
 
 新型コロナウイルス感染対策のため、当院に来院する場合には次の点に注意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
問 福 島 県 立 宮 下 病 院 電話０２４１－５２－２３２１ 
  帰国者・接触者相談センター 電話０１２０－５６７－７４７ 
 
 
 
 
 
 
 
 農業短期大学校の教育内容及び施設・設備並びに学生生活を紹介するとともに、栽培や農産物加工な
どの体験を通じて、本校の理解を深めることを目的とします。 
 
◇ 日時:第１回 令和２年８月 ２日（日）午前１０時～午後３時３０分 
     第２回 令和２年８月 ３日（月）午前１０時～午後３時３０分 
    第３回 令和２年８月２３日（日）午前１０時～午後３時３０分 
 

◇ 内容:（１）教育内容及び学生生活の紹介 
     （２）施設・設備の見学 
     （３）体験実習 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 詳細・申込につきましては、農業短期大学校へお問い合わせしていただくか、役場総務課で配布して
いる用紙にてご確認ください。 
 
問 福島県農業総合センター農業短期大学校 
  住 所 〒９６９－０２９２ 福島県西白河郡矢吹町一本木４４６番地１ 
  電 話 ０２４８－４２－４１１３  
  F A X ０２４８－４４－４５５３ 
  メ ー ル nougyou.noutan@pref.fukushima.lg.jp 

福島県立宮下病院からのお知らせ 

〇 自宅で体温を測定し、３７．５度以上の場合は来院する前に電話して 
  いただくようお願いいたします。 
〇 来院時には必ずマスクを準備し着用してください。 
〇 新型コロナウイルス感染の疑いがある場合は、帰国者・接触者相談 
  センターに電話していただくようお願いいたします。 

令和２年度福島県農業総合センター農業短期大学校 
「オープンキャンパス」開催について 

体 験 分 野 内 容 

実習１ 

稲作・畑作 稲作:幼穂形成期調査、田んぼの生き物調査 
畑作:ほ場の区割り体験、ばれいしょ堀り体験 

野 菜 旬の野菜の収穫体験 
果 樹 モモの熟度測定体験 
花 き 花き栽培に触れてみよう!! 
畜 産 牛との触れあい体験 

実習２ 
①第２希望学科 ※実習１の各学科の内容を参照してください 
② 農 業 機 械 農業機械自習体験（トラクタ乗車体験） 
③ 農 産 加 工 農産物の加工と６次化に関する講義 

 

 １１ 



 
 
 
 
 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部では来年採用予定の消防職員を募集します。 
 
◇ 採用職種及び採用予定人員 
試 験 職 種 採用予定人員 職 務 内 容 

消防職員 ３名程度 
消防署等において、警防、予防、救急等の業務に従事します。 
男女とも原則として深夜業を含む交替制勤務です。（６か月間の
消防学校研修後、各所属に配属されます。） 

 
◇ 受験資格 

高等学校卒業程度の学力を有する方で、平成５年４月２日から平成１５年４月１日までに 
生まれた者。身体の基準は、身体強健な者とする。 

 
◇ 試験申込書の請求 

消防本部、消防署、分署、出張所、市町村役場で交付します。 
  なお、消防本部（http://www.119-aizu.jp）のホームページから受験案内及び試験申込書を 
  ダウンロードすることができます。 
 
◇ 郵送を希望する場合 

封筒の表に「採用試験用紙請求」と朱書きし、１２０円分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒 
（A４判大）を必ず同封して、会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部総務課（〒965-0131 
会津若松市北会津町中荒井字諏訪前１１）へ送付してください。 
 

 
◇ 受付期間 

令和２年７月１５日（水）から令和２年８月１４日（金）まで 
（執務時間中に限ります。執務時間８時３０分から１７時１５分まで） 
ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 
郵便による申込書提出の場合は、令和２年８月１２日（水）の消印のあるものまで受付ます。 

 
◇ 第１次試験 

日付:令和２年１０月１８日（日） 
場所:教養試験 会津大学 
   体力試験 会津大学体育館 

 
※新型コロナウイルス感染症の影響により、採用試験の日程、会場等が変更される場合があります。 
 その場合は、消防本部ホームページで周知するとともに、申込者のメールアドレスにメールにて通知 
 いたしますので定期的にご確認ください。 
 

 
 
 
 
 
問 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部総務課総務グループ  
  電話０２４２－５９－１４００（総務課総務グループ直通） 

消防職員の募集について 

 １２ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 会津坂下消防署柳津出張所 電話０２４１－４２－２１５０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 会津坂下警察署生活安全係 電話０２４２－８３－３４５１ 

会津坂下警察署からのお知らせ 

新型コロナウイルスに便乗した詐欺被害防
止 給付金や助成金名目の詐欺が増加しています。 
自治体職員などを名乗り 
 ・手続きのため、ＡＴＭに行ってください 
 ・手数料を振り込んでください 
 ・通帳やキャッシュカードを郵送してください 
などの言葉があったら詐欺を疑ってください。 
また、マスクや消毒液などを送り付け、料金を請求する悪徳商法にも気をつけてくださ
い。 

不審に思ったら
警察に相談を! 

メールやはがきによる架空請求詐欺が増加しています。 
次の言葉があったら特殊詐欺を疑ってください! 
 『未納料金がある』『本日、連絡がない場合裁判を申し立てる』 
また、電話などで『電子ギフト券で支払って』と言われた。 

ＳＴＯＰ!なりすまし詐欺 

～危険!「ＪＫビジネス」～ 
 女子高生等にマッサージ、会話、
ゲーム等の接客サービスを売りに
する営業が「ＪＫビジネス」です。 
「時給が高いから」など軽い気持
ちで始めると、犯罪被害に巻き込
まれる恐れがあります。 
 

若年層を中心に大麻汚染が広がっています 
 大麻、覚せい剤、危険ドラックなどは使
用しているうちに 
・依存症 ・幻覚・妄想 
・視力低下・歯が溶ける  
などの副作用があり、自分や他人を傷つけ
死に至ることもあります。 
 

熱中症の予防・対策方法 

熱中症の原因 
・炎天下で⾧時間過ごしたり、運動をする 
 ⇒頭部・頸部が直射日光にさらされている 
・水分補給を怠る 
・高温多湿、風のない中に⾧時間いる 
 ⇒高齢者や乳児は、車の中や風通しのない場所に⾧時 
  間いるだけで熱中症になることがあります。 

対策方法 
・室内でも熱中症は起こります。我慢せずにエアコンを使用して、こまめな水分補給を意識しま 
 しょう。 
・気温、湿度の高い中でのマスクの着用は要注意! 
 マスク着用時は負荷のかかる作業は避け、周囲と十分に距離をとったうえで適切にマスクを外し 
 て休憩を取りましょう。 

 １３ 



 
 
 
 

その他刑法犯等には、暴力、傷害、万引き、詐欺、器物損壊などの犯罪発生件数が含まれます。 
上記発生件数は、令和２年１月１日からの累計数となっています 

 
 
 
問 会津坂下警察署生活安全係 電話０２４２－８３－３４５１ 
 
 
 
 
 
 
 

令和２年６月の柳津町建設工事等入札のうち、指名競争入札により落札価格が１００万円以上の 
工事・委託についての結果です。 

なお、１００万円以下の入札結果については役場２階総務課企画財政班において閲覧ができます。 
 
指名競争入札  【工事】          （価格:税込価格 単位:円） 
随意契約 【工事】 

入札日 工事名 工事箇所 予定価格 落札価格 落札業者 

６月５日 マンホール鉄蓋交
換工事 

柳津町大字柳津
地内 7,194,000 6,974,000 松浦商事株式会

社 

６月５日 麻生第二水源地滅
菌器改修 

柳津町大字飯谷
字居平地内 4,070,000 3,960,000 クシダ工業株式

会社 

６月５日 中屋敷滅菌器改修 柳津町大字四ツ
谷地内 3,828,000 3,740,000 クシダ工業株式

会社 

６月５日 大野新田水源地取
水ポンプ更新 

柳津町大字柳津
上中島地内 1,386,000 1,353,000 クシダ工業株式

会社 

６月５日 
柳津浄化センター
汚泥脱水設備薬注
ポンプ更新 

柳津町大字細八
字下平地内 1,111,000 1,089,000 日立造船（株）

東北支店 

６月５日 住民用火災警報器
設置工事 

柳津町大字柳津
字下平地内外 9,636,000 9,625,000 有限会社佐々木

電機商会 

６月１５日 道路災害復旧工事 柳津町大字飯谷
字惣兵衛田地内 6,081,900 5,995,000 大成建設工業株

式会社 

６月１９日 Wi－Fi 増設工事 大字砂子原字居
平地内 1,210,000 1,155,000 滝谷建設工業株

式会社 
 
問 総務課企画財政班 電話４２－２１１２ 

区分 
街 頭 犯 罪 （令和２年６月３０日現在） 

街頭犯
罪合計 

その他
刑法犯 
等 

全刑法
犯 

強盗 空き巣 忍込み 事務所
荒し 

出店荒
し 

自動車
盗 

オート
バイ盗 

自転車
盗 

自販機
ねらい 

車上ね
らい 

ひった
くり 

部品ね
らい 

強制わ
いせつ 

管内  １      １ １ 1    ４ ２２ ２６ 

柳津町              0 ５ ５ 

令和２年６月分工事等入札結果 

柳津町内街頭犯罪等発生状況 

７月は「社会を明るくする運動」の強化月間です。 
犯罪や非行のない、明るい地域社会をみんなで作りましょう。 
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